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集団的自衛権の行使容認 ⇒、 
武器輸出三原則撤廃、新原則の閣議決定 ⇒ 

憲法理念を放棄し、「海外で戦争をする国」づ  

くりへの道 

  

  

 
 
 
 
新たな「安全神話」に基づく原発推進路線（閣議決定）の下、東海第二原発再稼働への動きが強

まっています。反対の世論を高めましょう。 
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4.15 平和の会理事会 

4.27 革新懇総会 

5.3 憲法フェスティバル（水戸千波公園） 

6.1 土浦平和の会総会（20 年記念） 

 

土浦平和の会の総会の予定 ６月１日（日）午後 
結成２０年になります 詳細は追ってお知らせします 

活動ごよみ 

憲法フェスティバル ５月３日（金・憲法記念日） 

１０時３０分～１５時００分 

水戸市千波公園 はなみずき広場  参加費無料  雨天決行 

秘密保護法、集団的自衛権行使など、憲法と日本の平和が今ほど危険にさらされている時は

ありません。大勢の参加で「憲法守れ」の声を大きくしていきましょう。 
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＊  秘密保護法反対署名を集約しています ご協力ください 

北満（中国）での戦争体験（最終回） 
阿見町 長南（旧姓 池田）美佐子 

 
（前号まで：土浦市東真鍋に帰ってきた、父も帰り幸せな生活が続いた。日中国交回復が成った） 
 
時は流れ、昭和から平成の時代になり二人の子供は成長し、自分のために時間が持てるようになっ

た。平成 4 年＜1992 年＞7 月中国で別れた妹との約束を果たすため、松本市に住む姉と訪中した。病

床の母から別れた当時の情報を得てハルピンから牡丹江、鏡泊湖まで行った。案内者は筑大女子留学生

（ハルピン出身）と現地の友人知人が何人もいて心強かった。母からの情報を手掛かりに一つ一つ訪ね

歩いた。中国東北部といえども真夏の日差しは強く、汗を流しながら誠心誠意の協力に感謝で一杯にな

った。牡丹江市は驚くばかりの発展で、昔の建物は紫雲小学校と大和ホテルが残っているのみ、急速な

都市開発が進み、高層住宅の時代になっていた。妹の消息は何一つつかめず時の流れを痛感した。牡丹

江から約 100 キロ西南の鏡泊湖を訪ねた。「この湖底には大切なランドセルと七五三の着物が眠ってい

る恨み深い湖なのよ」と姉から聞かされた。今や景勝地となった湖には中国全土から観光客が訪れ、遊

覧船、モーターボート、各企業の保養所、別荘が点在し、まるで富士五湖の景色と同じに見えた。それ

から何度も訪中したが、何一つ手がかりは掴めなかった。姉はハルピンに日本料理店を開店した。「万

が一、日本の文字を見て訪ねてくるかもしれない」と願いを込めていた。 
そんな中、平成 6 年＜1994 年＞6 月、母は癌で亡くなった。12 月 4 日、姉と東京オリンピック青少

年センターへ行った。そこには中国残留孤児が肉親捜しのため訪日していた。調査会場には孤児たち、

ボランティア、肉親らしき人、新聞記者等々で混雑していた。私たちはボランティア通訳さんにお願い

して牡丹江から訪日の男女 4 人に面会し充実した時間を過ごした。日本国籍取得の説明会があり、河合

弁護士の通訳をした女性がいた。流暢な中国語で透き通る声と美しい響きに「上手だね」と聞き惚れた。

会場の一階にあるレストランで休憩していると通訳したその女性が入ってきたので声をかけた。「あな

たの中国語とても上手ですね」すると「私は残留孤児で牡丹江に住んでいました」。それからお互いの

身の上話をしている間に驚くほど共通点があり、女性は涙を流し、わたくしは全身に鳥肌が立つ興奮状

態になっていた。「血液鑑定しましょう」と約束し、年明け早々に実施した。待って、待って待つこと

500 日、99.999％肉親と証明されたのです。妹は生きて、日本に帰国（昭和 54 年＜1979 年＞）して

15 年も経っていた。絶対にあきらめず強い信念が実を結んだ瞬間だったのだ。私たち 6 人の姉妹弟は

皆健在で 50 年ぶりの再会を喜び仏前に報告した。証明されるまでの間に、松本サリン事件、地下鉄サ

リン事件が続き暗いニュースが日本中を駆け巡っていた。私たちのことは平成 8 年＜1996 年＞７月、

明るいニュースとして新聞、テレビ、ラジオで放送され、全国の方々から祝福されました。長い戦争が

やっと終わったのです。 
戦争をして誰が得をするのでしょうか。涙を流し苦しみ続けている人が沢山いることを忘れてはな

りません。戦争のない平和な世界を願っております。 （完） 
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